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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公表番号】特表2009-513766(P2009-513766A)
【公表日】平成21年4月2日(2009.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2009-013
【出願番号】特願2008-537196(P2008-537196)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｂ  15/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 219/10     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/533    (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/34     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/37     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｂ  15/00    ＣＳＰ　
   Ｃ０９Ｋ  11/06    　　　　
   Ｃ０７Ｄ 219/10    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  33/533   　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/02    　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/34    　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/37    　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/44    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年10月29日(2013.10.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００３】
　従って、第一の局面においては、ターゲット材料の蛍光標識および/または該材料の蛍
光寿命検出のための、試薬の使用を提供するものであり、ここで該試薬は、以下の式(I)
で表される蛍光染料およびその塩を含む：
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